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市県民税・国民健康保険税申告受付のお知らせ
税務課市民税係　☎内線 113

　次ページ日程表のとおり申告受付を予定しています。
　新型コロナウイルス感染症の市内における感染状況によっては日程を変更する場合もあります。
変更がある場合は防災行政無線でお知らせします。
　感染症拡大防止のため、市報 2月号と同時に配布を予定しています市県民税申告書、簡易申告
書を作成していただき、郵送による申告にご協力をお願いします。
　確定申告を行う人は、国税庁ホームページで確定申告書等を作成し電子申告または、平戸税務
署へ郵送してください。
　平戸税務署では、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、1月 4日（火）から申告相談を
行います。申告に必要な書類がお手元に揃いましたら、2月 16 日（水）の確定申告受付開始前で
も平戸税務署に相談していただければ、受付が可能です。
　また、還付申告書は、確定申告期間とは関係なく税務署に提出することができます。

　【確定申告についての問合せ先】　平戸税務署　☎ 0950-23-2131
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令和４年度　市県民税・国民健康保険税申告受付日程表
　申告期間中、市役所税務課・福島支所地域振興課・鷹島支所地域振興課では申告受付を行いま
せん。受付会場・受付時間をご確認の上、ご来場ください。

※指定された日時が都合の悪い人は、市内の別の会場で申告してください（連絡不要）。ただし、他の
地区から青島・飛島・黒島の会場での申告を希望する人は、前日までに税務課にご連絡ください。
税務課市民税係　☎ 0956-72-1111　福島町からは　☎ 47-3011　鷹島町からは　☎ 48-3011（市内通話料扱い）
福島支所地域振興課　☎ 0955-47-3111　鷹島支所地域振興課　☎ 0955-48-3111

月日 曜 会　　場 受付時間 対　　　　象　　　　地　　　　区
2/7 月 飛島集会所 10:45 ～ 12:00 飛島

2/8 火 青島住民センター  8:45 ～ 12:00 青島
黒島公民館 12:00 ～ 14:45 黒島

2/10 木 星鹿公民館  9:00 ～ 11:00 星鹿・大石
13:00 ～ 16:00 北久保・牟田・川原辺田・下田

2/14 月
東部交流センター 
（今福公民館）

 9:00 ～ 11:00 人柱・東新町・本町・栄町

13:00 ～ 16:00 羽古場・福徳・今福団地・寺上・今福木場・仲町・ 今福元町・恵比須町・松崎・坂野

2/15 火  9:00 ～ 11:00 土肥ノ浦・浜ノ脇・北東１・北東３
13:00 ～ 16:00 北東２・仏坂・仏坂住宅・西新町・楠籠団地・滑栄・今福梶の葉団地

2/16 水
調川公民館

 9:00 ～ 11:00 松山田・江口１
13:00 ～ 16:00 中免・下免・江口２・江口３

2/17 木  9:00 ～ 11:00 上平尾・平尾・大小松・前浜・前浜団地
13:00 ～ 16:00 白井・上免・七区ノ一・七区ノ二・中興・調川宮ノ前団地

2/18 金

鷹島開発総合センター

 9:30 ～ 11:00 石川・三里
13:00 ～ 16:00 里・神﨑・阿翁

2/21 月  9:30 ～ 11:00 阿翁浦（１班～４班）
13:00 ～ 16:00 阿翁浦（５班～１０班）

2/22 火  9:30 ～ 11:00 原・中通
13:00 ～ 16:00 舩唐津・殿ノ浦・日比

2/24 木

福島保健センター

 9:30 ～ 11:00 播磨釜・喜内瀬
13:00 ～ 16:00 福崎・原

2/25 金  9:30 ～ 11:00 土谷・鍋串
13:00 ～ 16:00 端・里

2/28 月  9:30 ～ 11:00 伊万里釜
13:00 ～ 16:00 浅谷・日の浦

3/1 火

御厨公民館

 9:00 ～ 11:00 寺ノ尾下・寺ノ尾中・小船
13:00 ～ 16:00 大崎上・西木場・川内

3/2 水  9:00 ～ 11:00 平瀬・市場・札場・泉・駅通・池田上・御厨団地
13:00 ～ 16:00 池田・前田・御厨上坊団地

3/3 木  9:00 ～ 11:00 中野・神原・二反田・寺ノ尾上・田代
13:00 ～ 16:00 郭公尾・大崎下・長嶺団地・板橋・御厨木場

3/4 金 上志佐公民館  9:00 ～ 11:00 柚木川内・田ノ平・横辺田
13:00 ～ 16:00 稗木場・長野・笛吹

3/8 火

文化会館

 9:00 ～ 11:00 大浜東・大浜西・不老山・潮見団地
13:00 ～ 16:00 上野・新志佐・栢ノ木・蛭子崎東・蛭子崎中・蛭子崎西・田原高層住宅

3/9 水  9:00 ～ 11:00 馬場・丹花・上町・中町・立町・横町・志佐元町
13:00 ～ 16:00 西山・岸浜・白浜・白浜団地・黒汐・西日本プラント

3/10 木
 9:00 ～ 11:00 上高野・下高野

13:00 ～ 16:00 赤木・池成・高野団地・高野松山団地・里田原１・里田原２・田原・住吉通

3/11 金  9:00 ～ 11:00 庄野・鹿ノ爪・立石川・三栄・蛭子崎団地・向町上・ 旭町・下庄野
13:00 ～ 16:00 里１・里２・辻ノ尾

3/14 月  9:00 ～ 11:00

追加申告13:00 ～ 16:00

3/15 火  9:00 ～ 11:00
13:00 ～ 16:00


